
令和3年9月1日(水)へ令和4年2月28日(月)
(チケットは売り切れ次第終了させて頂きます。 )

※現金でのご購入の方に限らせて頂きます。

※熊本市障害福祉タクシー利用券との併用は可能です。

□期限切れや使い残しによるチケットの払い戻しは致しません。
購入されたチケットの買戻し、および返金は出来ない事を

ご了承下さい。

□お釣りは出ません。チケット利用の不足分は現金でお願い致します○

□購入されたチケットの転売及び個人売買はできません
(所定の販売場所にて購入をお願い致します)

□原則として熊本市にお住まいの個人に限りますo

※熊本市の新型コロナウイルス感染状況により急遽販売

(平日) 9:00-17:00

(一社)熊本市タクシー協会

傘096"365"6633

(平日) 9こ00-17:00

熊本市タクシー商事株式会社

傘096臆368"6868

を停止する事があります
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ぉ問し合せ先

聞臨画


